
5,003単位 
（50,030円） 

10,473単位 
（104,730円） 

16,692単位 
（166,920円） 

19,616単位 
（196,160円） 

26,931単位 
（269,310円） 

30,806単位 
（308,060円） 

36,065単位 
（360,650円） 

浄
化
槽
設
置
の
助
成
制
度
は 

お
住
ま
い
の
地
区
に
よ
り
異
な
り
ま
す 

公
共
下
水
道
全
体
計
画
区
域
外
や 

　
　
農
業
集
落
排
水
区
域
外
の
方
（
市
設
置
） 

　
こ
の
区
域
の
方
は
市
設
置
型
浄
化
槽
事
業

を
利
用
で
き
ま
す
。
こ
の
制
度
で
は
、
浄
化

槽
の
設
置
を
市
が
行
い
、
皆
さ
ん
は
設
置
費

用
の
一
部
と
、
毎
月
の
使
用
料
を
負
担
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
各
種
点
検
な
ど
は
市
が
行

い
ま
す
。 

申
請
期
限
　
11
月
29
日
（金） 

 

公
共
下
水
道
全
体
計
画
区
域
の 

　
　
事
業
計
画
区
域
外
の
方
（
個
人
設
置
） 

　
こ
の
区
域
の
方
は
浄
化
槽
整
備
事
業
補
助

金
を
利
用
で
き
ま
す
。
こ
の
制
度
で
は
住
宅

な
ど
の
浄
化
槽
設
置
は
個
人
で
行
い
、
こ
の

費
用
に
市
が
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。
各
種

点
検
な
ど
は
個
人
が
行
い
ま
す
。 

申
請
期
限
　
1
月
31
日
（金） 

 

公
共
下
水
道
全
体
計
画
区
域
な
ど
に
つ
い
て 

　
　
　
　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

  

適
切
に
使
用
す
る
た
め
保
守
点
検
が
必
要
で
す 

　
微
生
物
の
働
き
を
利
用
し
て
汚
水
を
処
理

す
る
た
め
、
微
生
物
が
活
躍
し
や
す
い
環
境

を
保
つ
よ
う
に
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
が
大

切
で
す
。
浄
化
槽
は
保
守
点
検
、
清
掃
、
法

定
検
査
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
を
浄
化
槽
法

で
定
め
て
い
ま
す
。 

保
守
点
検
（
4
カ
月
に
1
回
以
上
）
と 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
掃
（
年
1
回
以
上
） 

〈
許
可
業
者
〉 

　
能
代
清
掃
セ
ン
タ
ー
　
1
52
・
2
2
8
6 

　
能
代
広
域
清
掃
　
　
　
1
52
・
9
8
1
3
 

　
鷹
阿
二
清
掃
興
業 

1
0
1
8
6
・
6
2
・
1
5
5
3
 

法
定
水
質
検
査
（
毎
年
1
回
） 

〈
指
定
検
査
機
関
〉秋
田
県
総
合
保
健
事
業
団 

1
0
1
8
・
8
8
0
・
5
0
4
6
 

 

　
浄
化
槽
工
事
を
行
う
方
は
、
県
へ
の
浄
化

槽
工
事
業
登
録
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

問
合
せ
　
県
山
本
地
域
振
興
局
総
務
経
理
課 

1
52
・
6
8
3
9

　
市
で
は
河
川
な
ど
の
水
質
を
守
る
た
め
、
公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
、
浄
化
槽
に
よ
る

生
活
廃
水
処
理
を
推
進
し
て
い
ま
す
。 

　
10
月
1
日
は
「
浄
化
槽
の
日
」
で
す
。
こ
の
日
は
、
浄
化
槽
の
普
及
促
進
と
浄
化
槽
法
の
周

知
を
通
じ
て
、
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
を
図
る
こ
と
で
、
生
活
環
境
の
保
全
や
公
衆
衛
生
の

向
上
を
目
的
に
、
浄
化
槽
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
60
年
10
月
1
日
を
記
念
し
制
定
さ
れ
ま
し
た
。 

問
合
せ
　
上
下
水
道
整
備
課
1
89
・
２
２
０
２ 

10
月
１
日
は
浄
化
槽
の
日
で
す
 

浄
化
槽
で
守
ろ
う
 
僕
た
ち
の
水
環
境
 
浄
化
槽
で
考
え
よ
う
 
私
た
ち
の
未
来
 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ 

利
用
者
負
担
額
や 

区
分
支
給
限
度
基
準
額
が
変
更
に
な
り
ま
す 

　
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
や
消
費
税
率
10
％

へ
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
者
負
担
が
変
更
に
な
り
ま
す
。 

　
新
た
な
利
用
者
負
担
額
は
担
当
の
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。 

　
あ
わ
せ
て
、
在
宅
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た

場
合
の
１
カ
月
の
利
用
上
限
額
（
区
分
支
給

限
度
基
準
額
）
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。 

　
区
分
支
給
限
度
基
準
額
を
新
た
に
記
載
し

た
被
保
険
者
証
は
発
行
し
ま
せ
ん
の
で
、
９

月
30
日
以
前
に
発
行
さ
れ
た
被
保
険
者
証
に

記
載
さ
れ
て
い
る
区
分
支
給
限
度
基
準
額
を

読
み
替
え
て
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
10
月
１
日
（火）
か
ら
、
消
費
税
・
地
方
消
費

税
率
が
８
％
か
ら
10
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
。 

　
こ
れ
に
伴
い
、
市
の
各
種
使
用
料
な
ど
の

税
率
が
変
わ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
各
担
当
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

市
の
各
種
使
用
料
な
ど
の
消
費
税
率
が
引
き
上
げ
に
な
り
ま
す
 

10
月
１
日
か
ら
 

担
当
課 

財
政
課 1

89
・
２
１
２
３ 

都
市
整
備
課 

1
89
・
２
１
９
８ 

道
路
河
川
課 

1
89
・
２
１
９
３ 

道
路
河
川
課 

1
89
・
２
１
９
３ 

地
域
局
環
境
産
業
課 

1
73
・
４
５
０
０ 

公
営
企
業
管
理
課 

1
52
・
５
２
２
１ 

上
下
水
道
整
備
課 

1
52
・
５
２
２
１ 

地
域
局
建
設
課 

1
73
・
５
３
０
０ 

富
根
簡
易
水
道
組
合 

1
75
・
２
３
８
０ 

仁
鮒
簡
易
水
道
組
合 

1
73
・
５
７
７
６ 

公
営
企
業
管
理
課 

1
52
・
５
２
２
１ 

上
下
水
道
整
備
課 

1
89
・
２
２
０
２ 

上
下
水
道
整
備
課 

1
89
・
２
２
０
２ 

対
　
象 

行
政
財
産
使
用
料 

土
地（
１
カ
月
未
満
） 

都
市
公
園
使
用
料 

（
１
カ
月
未
満
） 

道
路
占
用
料 

（
１
カ
月
未
満
） 

法
定
外
公
共
物
使
用
料 

（
１
カ
月
未
満
） 

牧
野
使
用
料 

 

水
道
料
金 

 

簡
易
水
道
料
金 

（
二
ツ
井
・
荷
上
場
） 

  

簡
易
水
道
料
金 

（
富
根
・
仁
鮒
） 

  
下
水
道
使
用
料 

 

農
業
集
落
排
水 

施
設
使
用
料 

浄
化
槽
使
用
料 

（
市
設
置
型
） 

要介護状態区分 ９月まで 

区分支給限度基準額（１カ月あたり） 

10月から 

要支援１ 
 

要支援２ 
 

要介護１ 
 

要介護２ 
 

要介護３ 
 

要介護４ 
 

要介護５ 

5,032単位 
（50,320円） 

10,531単位 
（105,310円） 

16,765単位 
（167,650円） 

19,705単位 
（197,050円） 

27,048単位 
（270,480円） 

30,938単位 
（309,380円） 

36,217単位 
（362,170円） 

広報のしろ　元.9.255


